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○ 開 会  

○ 議 事  

救命救急センターの新しい充実段階評価について  

○ 閉 会  

資 料  

充実度評価に関する試行調査について（20年3月実施）  

評価項目の見直しについて  

評価項目の見直し案  

点数に応じた区分について（案）  

充実度評価結果の公表について（案）   

【資料1】  

【資料2】  

【資料3】  

【資料4】  

【資料5】  



資料1  

充実度評価に関する試行調査について  
（平成20年3月実施）   



点数と施設数  評価項目のうちのプラス  

一施設あたり 平均 56．69点（中央値 57点）   



評価項目のうちのマイナス点数と施設数  

一施設あたり 平均12．28点（中央値10点）  
最高   48点  

最低  0点  

0
 
 

3
 
 

施
設
数
 
 
 



参考1  試行調査に用いた評価項目  

乳   



設問  配点基準  求められる機能  番号  
一般の救命救急センター  遠方まで別の施設のないセンター（※）  

平成1（一年12月2H日厚生劣恥首慢政局長通屯汗酎ホ及Jご程樗閑l羞恥ヒ事繕職良筆ヒノ）間等てノ沌割分担ノ－惟遽二ニノ）いこ」i′ヤ準十1ニヒ ・lJ）専従匡ソ）勤硝負担軽減及び医療安全〟）向上に菅十るた軌）計画を策定L、職員等に周知していろJ＋5点  23 直師リノ負す旦軽減い体㈲  

・管理者等か、3レ）休日及び布間〃）致命救急センケ∽で誇席を行う医師び）勤務実態を把握し、かつ、労働基準法令  
及び「匡僚機関における休日及び夜間勤務の適性化について（平成11年3月19日厚生労働省労働量華局長通  
知）」等が薄守されているかゼうか、ヰ半期毎に点検し改善を行っている。ニ十1点  
・上記に加え、3川木目及び夜間〃）救ぬ救急センターで診療を行う医師の勤務について、交代制勤務を導入してい  
る さらに十1点  

管理者ヒ（土労働基動如）管理監督者む指▼【  

平成1」年一川1リ日置呈労働省労働基増局長通知「愕摺穐関にJ．ミトとノ（七日Rひ門間計精げ碩正l」に・／いて」を窄帽・るニ 24イ1こヨ及びほ間勤干か）適性化  

250人以上，＋1点  500ノ、以上：＋1点   等号昔〟）車乗は別添い竜泉にLる（別更寿昭）  
零に応じて重篤卓昔リストぴ1概要柊出左拇ソトるン．′〕・ふ）も  25年間重篤患者敢（別紙1）  （以後、5U人婚一トニとに十1点ノ  （以後、05人増■jごとに十1点）  

（上限H120〔りし以上・＋15点まで）  （上限H600人以上  寒暖与庖更えて基準爪明宝）  

・1000人以上＋1点  ・5（〕0人以上、十1点  

（以後、1000ノ、増十ごとに＋1点）  りニノ、後、500人増すことに＋1点）  
托免職篤セノクー▼を有十る病院主体＼、飛息車†トノ′′ノーリーへノ 川コツノノーー‡含むりにト・ニ附きさか／ノ＼貝む畿こも  

（芙憶城主とて墓碑〝〕調整）  

イ‾絹「「描齢串間  
26、  

十5点まて）  （上限H5000ノ、以上・＋5点まて）   

重症・里鵠患者の露    感触能  ・消防相関か1J）当言文セン‥ンーヘリ）電言引こ上る救急偶う睾受入要請について、受入に至りご∴1つた場合び）理由†冶＼り  
対応記録を柁し、応需率等〃）応需状況について院内外に公表十ろととヰ〕に、院外び）委員会囚⊂協議会等）や院内り）  
委員会で応需状況〃〉改善等に向けて検討を実施Lていろ ＋7点  
・対応記録か応需宗をどちLこ〕か一方て†）記録していない －5点  

二二てい′ノ「肯僻耳」11、t応縞妄＝最，’∬引こ当ほt／′ノ【て竜7、：二重イニ年間棟含阻≡人員 消［ち触媒1・L■〉J〉電話二L三｝牝竜糀一三壬1＼窄ぎ書レr〉  

年阻附則  
「消坊穐騒かニル）電路に上ろ杓息搬蓬受7、琴軌にr上、重症噂：二う、川 †‾、ト′トラ1㌧／＝ハ代官晰≡写譜十、こノン吉L  
†卑語傭迂隻7＼零謂回畿は1悟号撫鳶事軍につさ1垣】ヒ救える  

¶読手普急セン」／一ソ）1セ患閉っ差要請、ソ）  

こ・  ■ヽ1  

▼消防力ゝらいセンターを有十る病院ヘリ）電話に上ろ救急隙送受入要言割こついて、消防機関か↓1の連結を受ける専用  
電言出lbり、最初かち医師か青削市が電話を支出、対応記録を古史L、応答まてに要十ろ時間〝）短編や応需箪なとび〕  
改善に向けてい対策について院内て悼討を行′〕てし、ろ．＋3点  
・応需状況む記録していない」ニー3点  

二こていJ「消防極関カl“〕郡舌に上る熊告間道ま－、等詣」：二；ま．当ぎちし／′ノー吏育十る病院－し′一滴持閥狙ぃ■▲いごhノー宅7＼要吉召ケ禄、主て山壇  

息僻亡竜7＼誓き蕾を指十  
しノ／・ニを育十る郁罵、叫削方柱開かJLり偉告聞達零請〈ユ皇てrhりホノトラし’ご圭：「ご1、山こいこ）増きJt・1占うj「占 ′一二 り二頑虐川考古＝  

【1点  

jこk由棟岩セ／／ノ／－レ痛罵寸tろ病院〔ノ）救  

急†裾睾要請■＼リ）ヤエr  
28  

・救命徴急匡療がと」要と考えられる重症・重篤搬送唐音につし、てH、項病山憧毎にエト¶剰町Lて受け入れてし  
フ〇、0点  

・基本的に特定ノ）詣席料・紗僚領域に鳩って救急柵1きを受け入JLているゝ 10点  

二二てrl、芙脹ヒ」∴当柁・L／ノンー′〕1特定しり≡涌fいこ〕言！橋領域：こ「民定してき′ニ確を行′・てい／Lし  ノノセ陀！己■〉‾ごいL L別票ニレニ皇帝学者  

故ヒ空身淫′往有ろこリ  29 疾属し巨憧頴にじ≡、J′▲こい′主人  

30 軋吾外来州、り7■一ン機能  

3一子■ノLコントロール  

（都道府県にじろ評価）  

32都通府県・地域MC協議会ヘレ）関与、   
救急患者受入コーディネータへノ）参画  

・救急外来にトリ7－ンナース‡）し〈はトリアーン医師か、基本的に配置されていろ、◆十2点  
・配置されていない、ふ）ろいは、医師、青吾郎市以外か対応している 0点  

重症重篤ル十る空音ろ」的確に11リア－：／十ら′‘L［こ∴剰毒した皇■二鉦性急号音に啓切∵訃一高いよ凋′ノ▲余■∴ノ1し㌧J苗音〉ト菓′11′ノLい氾ぎミ［  
配眉し／‘い  

専用電話て応答」、応答記  ・救急横島士かL：J〟）指示助言要矧二、楕海燕急センノン一  

掃を彗牒している．：0蕪   
消托司キしノ．ソーー等＼1ゾ）専従匡をけ戻臆し、杓告穐由士二項切．二指示納言女行い、に言詑緑な笠傾∴、1′呵倉rヒ‘亘占ノ‘しL  

専用毯！かノ〕ホノトライ／とい二堵盲rl可  

（都運府県〃）評価）  
・都道府県m′IC協議会もしくは地域MC協議会に指値的．こ参画し、んゝつ都道府県ノ）救急患者受入コーティ不一シ‾ 確保事業等へ参画するなどして地域〃）救急医僚体制〝つ充実に十分に貢献Lていろ 

、十3点  

・都道府県MC協議会竜）しくは地域h4C協議会に絹極的に参画Lている」＋2蕉  
・概ね参画し、音献しているが、上り千封如勺／亡関与が期待さjlろ、＋1点  
・参画、貢献が不十労∵－3点  

都道何県に上る評価（都連昭県小・◆ノi平価を†与るニヒ 

地域の救急搬送・救 急医療体制への支 援機能  

・当該センターリ）属する病院は、適切に情幸良を更新している〕かつ入力状況について院内クしソ）委邑圭（＼IC協議会  
等）て繰言正・検討を行っている＋3点  
・概ね良いか改善の余地があるL、十1点  

箭遁府県に」る岳手簡（都道何県か・′評価を悍ろこしJ  

楕怠慢碍1青稗／ステ⊥〟）監博か／こされてい′亡い／ご七こ1、－当持医摺純ぷ′い、削り′代虐躍動奇観＿1戸ムーLハ情評毎括7、十－ユ圭▲′  

左い鳩舎t＝虐沌・配点  33．、凋与  
3占  

（消防機関り）評価）  
・消防機関び）実施するウツタイン様式調査に積極的に協力Lている ＋2点  34偶力冊  当汽匡摺機関L′u・）る地域い管掛削方七訂Lリ長：二L三▲孟平価 ほ錯棚方寺前い具1＝■一往′應を痔てこし、  

・挿管実習受入人故10以上かつ葵剤投与受入人数  （毒恒良堪圭えて基準レ1言貰在）   35 救急救命士ゾ）病筒実習受入状況  

妓急医療の教育機 能  
・救命救急センター章一Lくは救急外来て、臨床研佗医を年間8名り毛につき：5ケ月）以上受け入れていフ〇，十2点  36 臣誌床研帽匡り）貴人状況  

・災害拠点病院とLて認定されていない －5点  37リこ書拠  

災昔時対応機能  
・救命救急センクーJ）専従匡（1）に厚生労働省〃）実施十るDト′lAT研修を終TLた者がいろ∴＋2点  38DmiAT指定医原職問びノ是非  



別紙1  

重篤患者の基準  

番号   疾病名   基準（基準を満たすもののみ数えること）   

口  病院外心停止   病院前心拍再開例、外来での死亡確認例を含む   

2  重症急性冠症候群   切迫心筋梗塞、急性心筋梗塞または緊急冠動脈カテーテル施行例   

3  重症大動脈疾患   大動脈解離もしく大動脈癌破裂   

4  重症脳血管障害   来院時］CSlOO以上または開頭術もしくは血管内手術施行例、あるいはtPA療法施行症例   

5  重症外傷   MaxAISが3以上または緊急手術施行例   

6  重症熱傷   Artzの基準による   

7  重症急性中毒   来院時JCSlOO以上または血液浄化法施行例   

8  重症消化管出血   緊急内視鏡施行例   

9  重症敗血症   感染性SIRSで臓器不全、組織低濯流または低血圧を呈する例   

10  重症体温異常   熱中症または偶発性低体温症で臓器不全を呈する例   

皿  特殊感染症   ガス壊症、壊死性筋膜炎、破傷風等   

12  重症呼吸不全   人工呼吸器管理症例（1－10を除く）   

13  重症急性心不全   人工呼吸器管理症例もしくはSwan－Ganzカテーテル、PCPSまたはIABP使用症例（卜一10を除く）   

14  重症出血性ショック   24時間以内に10単位以上の輸血必要例（1－10を除く）   

15  重症意識障害   JCSlOO以上が24時間以上持続（1－10を除く）   

16  重篤な肝不全   血祭交換または血液浄化療法施行例（1－10を除く）   

17  重篤な急性腎不全   血液浄化療法施行例（1－’10を除く）   

18  その他の重症病態   
重症膵炎、内分泌クリーゼ、溶血性尿毒症性症候群などで持続動注療法、血柴交換または手術療法を実施した症例（1－16を除  

く）  



資料2  

評価項目の見直しについて  

1．項目の削除について   

○倫理委員会の設置状況（項目22）  

・平成18年の医療法改正に伴い、全ての病院において医療安全に関す  

る委員会の設置が義務付けられ、救命救急センターにおける業務も同  

委員会の活動の対象になった。  

・従って、改めて、本項目を評価する意義はなくなったと考えられるた  

め、評価項目から削除してはどうか。  

2．マイナス配点が設定されていた項目の見直し  

○災害拠点病院の認定の有無（項目37）  

・救命救急センターが災害拠点病院としての機能を有することは重要  

であるが、個別施設の災害拠点病院としての認定は都道府県が行うこ  

ととなっており、都道府県が当該救命救急センターを災害拠点病院と  

して認定していないからといって直ちに当該救命救急センターの責  

任とすることは、必ずしも妥当とは言えないのではないか。  

・上記を踏まえれば、災害拠点病院の認定が行われている場合には、加  

点（1点）とすることとしてはどうか。  

3．配点基準の変更  

○専従医師数等（項目1・2■3）   

一 救命救急センターが設置されている状況に応じて、「一般のセンター」  

と「所管人口が少な〈、遠方まで別の施設のないセンター」（最寄り  

の救命救急センターまでに車両で60分以上を要し、所管人口が30  

万人未満の施設）の2通りの基準を設けていた。しかし、この基準で  

は、最寄りの救命救急センターまでに車両で60分以内であるが、所  

管人口が少ない施設は、「一般のセンター」と分類され、事実上、達  

成が困難な基準となっている。   



このため、新たに「所管人口の少ない施設」（所管人口が30万人未  

満の施設）の基準を設けてはどうか。  

○年間の受入重篤患者数等（項目25－26）  

・年間の受重篤患者数等は、単に絶対数のみで評価するだけでなく、人  

口規模に応じた受入実績を評価する必要があるのではないか。   

■ この場合、当該救命救急センターの所管人口あたりの受入患者数とい  

う基準を加えてはどうか。  

○消防機関からの搬送受入要請への対応状況の記録と改善への取組（項目   

26，27）  

・消防機関からの当該施設への搬送受入要請については、応需率等の把  

握の有無に加えて、応需状況を公表し、その改善のための検討を行っ  

ていることも評価してはどうか。  

○救急救命士の病院実習受入状況（項目34）   

一 挿管実習と薬剤投与実習の受入人数をそれぞれ10名以上という基  

準は、そもそもその地域にそれだけの実習希望者がいない場合には実  

現不可能と考えられる。  

・このため、挿管実習と薬剤投与実習をそれぞれ1名以上受け入れてい  

ることを基準としてはどうか。  

○臨床研修医の受入状況（項目35）  

・臨床研修医を3ケ月以上受け入れていることを基準とすることは、現  

状の臨床研修制度の実態にそぐわないのではないか。  

・このため、一人あたりの研修期間を2ケ月以上としてはどうか。  

4．その他  

○文言や様式の整理や、基準の明確化、表記上の整理を行ってはどうか。   



評価項目の見直し案   資料3  
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別紙2  重篤患者の基準の見直し案  

番号   疾病名   基準（基準を満たすもののみ数えること）   

口  病院外心停止   柄院前心拍再開例、外来での死亡確認例を含む   

2  重症急性冠症候群  切迫心筋梗塞、急性心筋梗塞または緊急冠動脈カテーテル施行例   

3  重症大動脈疾患   ．i什大動脈解離もしく大動脈癌破裂   

4  重症脳血管障害   
来院時JCSlOO以上または関頭術もしくは血管内手術施行例、あるいはtPA療法施行  
症例   

5  重症外傷   MaxAISが3以上または緊急手術施行例   

6  重症熱傷   Artzの基準による   

7  重症急性中毒   来院時JCSlOO以上または血液浄化法施行例   

8  重症消化管出血   緊急内視鏡施行例   

9  重症敗血症   感染性SIRSで臓器不全、組織低濯流または低血圧を呈する例   

10  重症体温異常   熱中症または偶発性低体温症で臓器不全を呈する例   

皿  特殊感染症   ガス壊虹、壊死性筋膜炎、破傷風等   

12  重症呼吸不全   人工呼吸器管理症例（1－11を除く）   

13  重症急性心不全   
人工呼吸器管理症例もしくはSwan－Ganzカテーテル、PCPSまたはTABP使用症例（1－  
11を除く）   

14  重症出血性ショック  24時間以内に10単位以上の輸血必要例（1－11を除く）   

15  重症意識障害   JCSlOO以上が24時間以上持続（1－11を除く）   

16  重篤な肝不全   血奨交換または血液浄化療法施行例（1－11を除く）   

17  重篤な急性腎不全   血液浄化療法施行例（1－11を除く）   

重症膵炎、内分泌クリーゼ、溶血性尿毒症性症候群などで持続動注療法、血祭交換ま  
18  その他の重症病態  

たは手術療法を実施した症例（l－17を除く）  



医師数  

▼、、T「・■，   



21医療事故防止への対応   

22倫理委員会の設置状況  

医師の負担軽減に資する‡r帖′†  平成19年12月二律∃厚生く引勃省匡政局長1垂加「医師及び匡席関係職と事務職員等hハ問等て〝）寺号割分桂の推進につい  
⊂」本巻日召卜る二L  23  

管理者とけ労働基準法J）管理監督者せ指十‾J  
平成ト1年3月19∃厚生労働省労働基準局長通知「巨額機関におりる休∃及び夜間勤務の適正化について」を参照する  
ニケ  

休日及び夜間勤務の適十化  24  

重篤患者の程義は別表の定義に上る√必要に応じて重篤患者リストの概要環出をノにめることが方）る 

年間初診時重篤患者数  25  

重
症
■
重
篤
患
者
の
診
療
機
能
 
 

救命救急センターーを有すろ病院全体／＼、故急車肛クケ十か一やヘリコプター毒）含む）に上って搬送された人員を救えるっ  
女命救急センターを有する病院の年  

26  

間救急車搬送人員  

ri■紺ノ鮎射鮎1、L■雄拍†巨：（′じ。1し γ  二kl  ニこで言う「応需率」は、＜応需率＝最終的に当該センタⅣで受入に至った年間救急搬送人員／消防機関からの電話による  
救急織送受入要請の年間件数＞  
「消防機関からの電話による救急搬送受入要請」には、ホットライン  り救急搬送要請すべてを含むっ  
救急糀送受入質謂回数は、1救急搬送事案につき1回と放える1  

‾ 

． 

27  

消防梢撒い十救l量燕／こ】卜  ′ノ t了イj  

rノ 
▲ 

ここで言う「消防機関からの電話による救急搬送受入要請」にほ、当言亥センターを有する病院ノ←の消防機関からの26の受  

入要請を除く全ての救急搬送受入要言青を指す〕  
センターを有する病F完■＼の消防機関からの放急鞘送要請は全て9のホ、ソトラインで受けて入れている場合ほ3点を配点′．た  

たし9で減点の場合は0点）  

28  

二二ては、実態として、当言亥センターーが特定げ）診席料や診積領域に限定Lて診療を行ってい／亡いかどうかを確認している 

一別表によろ重篤患者数と整合性がル）ること）  

重症重篤化する患者を的確にトリ7－ジする／亡とLて、来院した全ての救急居着に適切で宮の高い診療が求〆）られる一飯  

息外来甘木い施設は配点しない  

消防司令センター等ノ＼1しJ）専従医を派通し、故急便命士にi竜】切に指示勒言を行い、応答記録を整備している場合ほ減点  

Lない，  

専用電話のホ′トラインと爪共有ほ可′  

疾病の種類によらない受入  29  

救急外来のトリアージ機能   

救急救命士り1∵メディカルコント  
ロール（M（二）体制への関与   

（都道府県による評価）  

都道府県（1‡宣地域MC協議会等へ  

の関与、参画  

30  

31  
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能
 
 

（都道府県による評価）  

救急医療情報システムへの関与  

都道府県に上る評価（都道何県から評価を得ること，）  
枚急匡療情報システムの整備がなされていないなとにより当該医療機関が、県から二枚急医療情朝システムへJ〕情朝写引言  
（入ノ〕）を求め仁）れていない場合は＋1点を配点、  

（消防機関による評価）  

ウツタイン様式調査への協力状況  
当該匡頼機関ノ）あるj也域げ）管轄消防本部げ）真に上る評価（管轄消防本部√）長かlゝ」評価を得ること，）   34  

救
急
医
療
の
 
 

教
育
機
能
 
 

救急救命士の病院実習受入状況  35  

36臨床研修医の受入状況  

聖災37災害拠点病院の認定の有無  
応  
機  堂 日   

時 呵  能 381）MAT指定医療機関の是非  



資料4  

点数に応じた区分について（案）  

1．継続的な評価の実施について  

○従来の充実度評価（A評価、B評価、C評価）においては、すべての施設が   

A評価であることから、今回の充実度評価の見直しは、すべての施設が基本   

的には適切な運営が行われていることを前提として、更なる質の向上を図る   

ことを目的に行われるものと位置づけられる。  

○今回の見直しによって、各施設の質の改善への取組が一層促進されることが   

期待されるが、院内の体制整備や地域との連携等が求められる項目が含まれ   

ているため、即座には対応できない施設もあることも予想される。従って、   

一定の期間を設定して継続的な評価を行い、その評価結果に基づいて施設の   

充実度評価を行っていくことが適当と考えられる。  

○ これを踏まえると、改善への取組を強く促す観点から、一定の期間をおいて   

もなお一定の水準にまで改善にいたらない施設に限って低評価とするべき   

ではないか。  

2．「是正を要する項目」の利用方法について  

○各施設の充実度評価を区分する具体的な基準については、救命救急センター   

として基本的に求められる体制が満たせない場合に設定された「是正を要す   

る項目」を使用してはどうか。  

○具体的には、当面は、すべての施設が、試行調査で「是正を要する項目」の   

合計点の最高値であった43点の半分を基準に、22点未満になることを目   

標として、「是正を要する項目」の合計点が22点以上である場合にB評価   

又はC評価としてはどうか。（別紙3）  

○その上で、「是正を要する項目」の改善には時間を要することを勘案して「2   

年以上22点以上である施設」をB評価、「3年以上22点以上である施設」   

をC評価としてはどうか。（別紙4）   



別系氏3  

修正内容〈是正を要する点数〉  
・項目22の「倫理委員会の設置状況」を削除。  
一項目35の「救急救命士の病院実習受入状況」に関して、挿管・薬剤  
投与とも10名以上を求めていたが、それぞれ1名以上に変更。  
・項目37の「災害拠点病院の認定の有無」は是正を要する項目から  

削除。   

一施設あたり 平均 8．81点（中央値 5点）  

甲仁  



修正内容〈評価点数〉   

・項目37の「災害拠点病院の認定の有無」で認定されていれば＋1  
点を加算。   

一施設あたり 平均 57．60点（中央値 58点）  



別紙4  

救命救急センター充実度評価の  

区分（案）  

新しい評価方法   

分類   要件   

A   B・C以外   

是正を要する項目の合  

B  計が22点以上のまま、  
呈生盟継続している。   

是正を要する項目の合  

C  計が22点以上のまま、  
31；上継続している。  

これまでの評価方法   

分類   要件（最高点36点）   

ただし、患者  

数、在院日数  

等の要件をす  

A   19点以上     べて満たせば、  
点数にかかわ  

らずA評価と  

する。   

B   
18点以下  

12点以上  

C   11点以下  



資料5  

充実度評価結果の公表について（案）  

○平成20年6月に、厚生労働大臣の下に取りまとめられた「安心と希望の医   

療確保ビジョン」において、救急医療体制について住民への情報提供の重要   

性が示されたところ。  

○また、「救急医療の今後のあり方に関する検討会」中間取りまとめ（平成2   

0年7月）においても、充実度評価について「今後、できる限り詳細な情報   

を公表していくことが、救命救急センターの機能、質の向上のための取組等   

について国民の理解を深めるために重要である。」とされたところ。  

○ さらには、試行調査の実施に際しては、救命救急センタ℡からも、「病院本   

体や地域からの支援を受けるためにも、他の施設と比較した自施設の現状を   

正確に認識する必要があり、他の施設の状況を公開してほしい。」との指摘   

がなされたところ。  

○ このような状況を踏まえると、自己評価を中心とする充実度評価について、   

その質の管理を図る観点からも、各施設についての詳細な評価結果を一般に   

開示することが適当ではないか。   




